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一 般 会 計



議案第１７４号 

 

   令和３年度東広島市一般会計補正予算（第８号） 

 

 令和３年度東広島市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６１６,１４８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

９５,３６８,４７８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳

出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

  令和３年１１月２９日提出 

 

                                  東広島市長    垣    德  
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第１表
　　　　　　　　　　　　　　　　 歳　　入　　歳　　出　　予　　算　　補　　正
歳       入 （単位  千円）

款 項

12 地方交付税 4,900,000 1,099,293 5,999,293

 1 地方交付税 4,900,000 1,099,293 5,999,293

14 分担金及び負担金 1,172,065 2,927 1,174,992

 2 負担金 1,074,420 2,927 1,077,347

16 国庫支出金 17,169,685 85,267 17,254,952

 1 国庫負担金 10,766,186 66,740 10,832,926

 2 国庫補助金 6,360,902 18,038 6,378,940

 3 国庫委託金 42,597 489 43,086

17 県支出金 8,003,344 △2,500 8,000,844

 1 県負担金 3,751,904 △6,700 3,745,204

 2 県補助金 3,638,051 4,200 3,642,251

19 寄附金 132,000 42,000 174,000

 1 寄附金 132,000 42,000 174,000

20 繰入金 5,923,138 △678,619 5,244,519

 1 繰入金 5,923,138 △678,619 5,244,519

22 諸収入 2,929,946 △8,720 2,921,226

 5 雑入 1,324,231 △8,720 1,315,511

23 市債 11,122,900 76,500 11,199,400

 1 市債 11,122,900 76,500 11,199,400

94,752,330 616,148 95,368,478

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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歳       出 （単位  千円）

款 項

 1 議会費 451,241 8,000 459,241

 1 議会費 451,241 8,000 459,241

 2 総務費 9,913,948 67,827 9,981,775

 1 総務管理費 8,378,529 70,871 8,449,400

 2 徴税費 634,438 △8,500 625,938

 3 戸籍住民基本台帳費 398,215 1,956 400,171

 4 選挙費 436,879 1,500 438,379

 6 監査委員費 55,577 2,000 57,577

 3 民生費 31,572,714 2,859 31,575,573

 1 社会福祉費 12,697,794 66,258 12,764,052

 2 児童福祉費 16,611,884 △61,399 16,550,485

 3 生活保護費 2,262,131 △2,000 2,260,131

 4 衛生費 8,015,967 △42,700 7,973,267

 1 保健衛生費 4,556,867 △14,000 4,542,867

 2 清掃費 3,459,100 △28,700 3,430,400

 6 農林水産業費 2,209,916 27,596 2,237,512

 1 農業費 1,732,424 24,376 1,756,800

 2 林業費 422,195 3,220 425,415

 7 商工費 4,379,886 △33,300 4,346,586

 1 商工費 4,379,886 △33,300 4,346,586

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位  千円）

款 項

 8 土木費 9,165,222 △43,549 9,121,673

 1 土木管理費 523,572 △20,999 502,573

 2 道路橋梁費 3,317,788 △18,500 3,299,288

 3 河川費 1,073,108 △13,550 1,059,558

 5 都市計画費 3,714,835 1,000 3,715,835

 6 住宅費 409,143 8,500 417,643

 9 消防費 3,662,093 34,809 3,696,902

 1 消防費 3,662,093 34,809 3,696,902

10 教育費 10,898,180 △37,235 10,860,945

 1 教育総務費 1,021,295 3,000 1,024,295

 4 幼稚園費 573,115 △11,000 562,115

 5 社会教育費 1,643,065 △24,658 1,618,407

 6 保健体育費 2,628,651 △4,577 2,624,074

11 災害復旧費 4,044,086 631,841 4,675,927

 1 災害復旧費 4,044,086 631,841 4,675,927

94,752,330 616,148 95,368,478歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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第２表

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 公共交通網形成事業 187,000

電算処理システム管理運営事業 14,920

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 高齢者福祉施設等管理運営事業 5,165

2 児 童 福 祉 費 公立放課後児童クラブ整備事業 29,760

4 衛 生 費 1 保 健 衛 生 費 斎場管理運営事業 60,000

6 農 林 水 産 業 費 1 農 業 費 農道維持修繕事業 3,000

2 林 業 費 小規模崩壊地復旧事業 123,500

林道緑地維持修繕事業 18,000

3 水 産 業 費 漁港等管理事業 9,030

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 道路維持修繕事業 183,000

橋梁長期保全事業 93,000

幹線市道整備事業 40,000

生活市道整備事業 76,000

繰　　越　　明　　許　　費　　補　　正

追　　　加   （単位　千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　 　額
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3 河 川 費 河川維持修繕事業 25,000

治水対策事業 55,000

急傾斜地崩壊対策事業 123,000

4 港 湾 費 港湾施設長期保全事業 3,800

5 都 市 計 画 費 景観形成事業 20,000

街路整備事業 60,800

6 住 宅 費 市営住宅建設事業 13,921

10 教 育 費 2 小 学 校 費 小学校施設整備事業 21,990

3 中 学 校 費 中学校施設整備事業 18,299

11 災 害 復 旧 費 1 災 害 復 旧 費 農業用施設災害復旧事業 105,200

土木施設災害復旧事業 434,000

公園施設災害復旧事業 33,000

  （単位　千円）

款 項 事　　　業　　　名 金　　 　額

- 6 -



第３表

追      加 （単位  千円）

市税等納付案内センター運営業務委託 令和 3年度から 448 

令和 5年度まで

三津保育所仮移転関係経費 令和 3年度から 13,371

令和 4年度まで

受動喫煙防止区域標識作成及び設置業務委託 令和 3年度から 1,924 

令和 4年度まで

交通渋滞調査業務委託 令和 3年度から 20,000 

令和 4年度まで

防災用大型排水ポンプ購入 令和 3年度から 29,800 

令和 4年度まで

防災用小型排水ポンプ購入 令和 3年度から 4,500 

令和 4年度まで

ハザードマップ作成業務委託 令和 3年度から 6,985 

令和 4年度まで

債　　務　　負　　担　　行　　為　　補　　正

事 項 期 間 限 度 額
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変      更 （単位　千円)

ふるさと寄附金運営業務委託 令和 3年度から 70,395 令和 3年度から 99,400 

令和 4年度まで 令和 4年度まで

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
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第４表

 (単位   千円)

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

小 規 模 崩 壊 地 復 旧 事 業 68,700 普 通 貸 借 年利5.0％以内 借入先の融資条件による。

又 は 入れる資金について、利率の見 若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

証 券 発 行 該見直し後の利率）

直しを行った後においては、当

地     方     債     補     正

追　  　 　 加

（ただし、利率見直し方式で借り ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、
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限 度 額 起 債 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法

道 路 橋 梁 整 備 事 業 483,100 普 通 貸 借 年 利 ％ 借 入 先 の 融 資 条 件 に 490,100 普 通 貸 借 年 利 ％ 借 入 先 の 融 資 条 件 に

災 害 復 旧 事 業 1,589,000 又 は （ た だ し 、 た だ し 、 市 財 政 の 都 2,105,200 又 は （ た だ し 、 た だ し 、 市 財 政 の 都

臨 時 財 政 対 策 3,850,000 証 券 発 行 方 式 で 借 り び 償 還 期 限 を 短 縮 3,334,600 証 券 発 行 方 式 で 借 り び 償 還 期 限 を 短 縮

に つ い て 、 は 低 利 に 借 換 え す る に つ い て 、 は 低 利 に 借 換 え す る

し を 行 っ た し を 行 っ た

は 、 当 該 見 は 、 当 該 見

率 ） 率 ）

変　  　 　 更  (単位   千円)

起 債 の 目 的
補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後

利　 率 償　還　の　方　法 利　 率 償　還　の　方　法

5.0 5.0

以 内 よ る 。

利 率 見 直 し 合 に よ

る 。以 内 よ

し 合り 据 置 期 間 及

は 繰 上 償

間 及

し、 し、

入 れ る 資 金 若

に よ り 据 置 期利 率 見 直

上 償 還 又

利 率 の 見 直 こ

金 若 し く は 繰還 又 入 れ る 資し く

。

後 に お い て

直 こ と が で き利 率 の 見と が で

お い

るき る 。

し 後 の 利直 し 後 の 利 直

て後 に
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八 本 松 駅 前 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計



議案第１７５号 

 

   令和３年度八本松駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和３年度八本松駅前土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５９

５,５９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳

出予算補正」による。 

 

  令和３年１１月２９日提出 

 

                                  東広島市長    垣    德  
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第１表
　　　　　　　　　　　　　　　　 歳　　入　　歳　　出　　予　　算　　補　　正
歳       入 （単位  千円）

款 項

 3 繰入金 139,546 1,000 140,546

 1 繰入金 139,546 1,000 140,546

594,595 1,000 595,595

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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歳       出 （単位  千円）

款 項

 1 土地区画整理費 594,595 1,000 595,595

 1 土地区画整理費 594,595 1,000 595,595

594,595 1,000 595,595

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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国 民 健 康 保 険 特 別 会 計



議案第１７６号 

 

   令和３年度東広島市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和３年度東広島市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５９８,０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

１５,７３２,１２２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳

出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

  令和３年１１月２９日提出 

 

                                  東広島市長    垣    德  
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第１表
　　　　　　　　　　　　　　　　 歳　　入　　歳　　出　　予　　算　　補　　正
歳       入 （単位  千円）

款 項

 3 県支出金 10,823,303 606,000 11,429,303

 1 県補助金 10,823,303 606,000 11,429,303

 5 繰入金 1,353,345 △8,000 1,345,345

 1 繰入金 1,353,345 △8,000 1,345,345

15,134,122 598,000 15,732,122

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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歳       出 （単位  千円）

款 項

 1 総務費 198,691 △8,000 190,691

 1 総務管理費 162,156 △8,000 154,156

 2 保険給付費 10,587,460 603,000 11,190,460

 1 保険給付費 10,587,460 603,000 11,190,460

 6 諸支出金 52,612 3,000 55,612

 1 償還金及び還付加算金 52,612 3,000 55,612

15,134,122 598,000 15,732,122

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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第２表

追      加 （単位  千円）

糖尿病性腎症重症化予防事業業務委託 令和 3年度から 15,026 

令和 4年度まで

事 項 期 間 限 度 額

債　　務　　負　　担　　行　　為　　補　　正
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後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計



議案第１７７号 

 

   令和３年度東広島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和３年度東広島市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,２６９,

８５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳

出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

  令和３年１１月２９日提出 

 

                                  東広島市長    垣    德    
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第１表
　　　　　　　　　　　　　　　　 歳　　入　　歳　　出　　予　　算　　補　　正
歳       入 （単位  千円）

款 項

 3 繰入金 432,758 △1,500 431,258

 1 繰入金 432,758 △1,500 431,258

 5 諸収入 4,276 1,563 5,839

 2 償還金及び還付加算金 4,026 1,563 5,589

2,269,790 63 2,269,853

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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歳       出 （単位  千円）

款 項

 1 総務費 39,210 △1,500 37,710

 1 総務管理費 26,719 △1,500 25,219

 3 諸支出金 4,000 1,563 5,563

 1 償還金及び還付加算金 4,000 1,563 5,563

2,269,790 63 2,269,853

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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第２表

追      加 （単位  千円）

市税等納付案内センター運営業務委託 令和 3年度から 1,564 

令和 5年度まで

事 項 期 間 限 度 額

債　　務　　負　　担　　行　　為　　補　　正
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変      更 （単位　千円)

後期高齢者医療保険料納入通知書等作成及び封入封かん業務委託 令和 3年度から 2,393 令和 3年度から 2,543 

令和 5年度まで 令和 5年度まで

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
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介 護 保 険 特 別 会 計



議案第１７８号 

 

   令和３年度東広島市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和３年度東広島市介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４,５００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１４,０５０,３１５千円とする。 

２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 保険事業勘定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

  令和３年１１月２９日提出 

 

                                  東広島市長    垣    德    
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第１表
　　　　　　　　　　　　　　　　 歳　　入　　歳　　出　　予　　算　　補　　正
歳       入 （単位  千円）

款 項

 7 繰入金 2,272,904 14,500 2,287,404

 1 一般会計繰入金 2,272,904 14,500 2,287,404

14,035,815 14,500 14,050,315

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 入 合 計
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歳       出 （単位  千円）

款 項

 1 総務費 291,739 △6,000 285,739

 1 総務管理費 153,038 △6,000 147,038

 3 地域支援事業費 995,007 20,500 1,015,507

 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 573,438 13,500 586,938

 2 包括的支援事業等費 421,569 7,000 428,569

14,035,815 14,500 14,050,315

補 正 前 の 額 補 正 額 計

歳 出 合 計
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第２表

追      加 （単位  千円）

市税等納付案内センター運営業務委託 令和 3年度から 3,068 

令和 5年度まで

事 項 期 間 限 度 額

債　　務　　負　　担　　行　　為　　補　　正
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